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事業概要 東京外かく環状道路（外環）は、都心から半径約15kmのエリアを結ぶ全長約85kmの幹線道路  

で、首都圏の交通混雑の緩和や都心間の円滑な交通確保の実現を目的とする３環状９放射ネットワークを 

形成する路線である。 

 

Ｈ９年度事業化 Ｓ４４年度都市計画決定 Ｈ９年度用地着手  Ｈ９年度工事着手  

 （Ｓ６０、H８、H１０年度変更）    

全体事業費 約10,072億円 事業進捗率     34 ％ 供用済延長 4.1km  

計画交通量  27,800～46,400台／日  

費用対効果 Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年   

分析結果 (事業全体) 5,439 / 10,018億円 10,445 / 10,445億円  平成23年  

 1.0 事 業 費 ： 5,232/9,811億円  走行時間短縮便益:10,006 /10,006億円   

 (残事業)  維持管理費：207 /  207億円  走行経費減少便益:   282 /   282億円   

 1.9   交通事故減少便益:   157 /   157億円   

感度分析の結果 残事業について感度分析を実施  

 交通量変動  ： B/C = 2.1    （交通量 ＋10%） B/C = 1.7    （交通量 －10%） 

 事業費変動  ： B/C = 1.8    （事業費 ＋10%） B/C = 2.1    （事業費 －10%） 

 事業期間変動 ： B/C = 2.0    （事業期間－1年） B/C = 1.8    （事業期間＋1年） 

 

事業の効果等   

広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する  

緊急輸送道路が通行止めになった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する  

日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる              他１０項目に該当  

関係する地方公共団体等の意見   

東京都知事の意見：外環は、東京から全国に放射状に延びる高速道路を環状に連結し、我が国経済を再び成長

軌道へと導き、国際競争力の向上や地域の活性化に資するなど、東京のみならず、広く国全体にその便益が及

ぶ重要な幹線道路である。また、危惧されている首都直下型地震や東海地震などの発災時においても、首都圏

の機能を堅持し、日本の交通の東西分断を防ぐためには、首都圏の高速道路ネットワークの強化が不可欠であ

り、その要となるのが外環である。 

 しかし、外環の整備率は未だ約30%と首都圏三環状道路の中でも大きく立ち遅れており、外環全線を早期に完

成させる必要がある。したがって、葛飾区区間0.9kmを含む三郷～高谷JCT間についても一日も早く完成させるた

め、本事業を強力に推進されたい。 

 

埼玉県知事の意見：東関東自動車道水戸線(三郷～高谷JCT)は、東京外かく環状道路の一部を成し、都心部か

らの放射道路を相互に連絡し、都心方向に集中する交通を分散させるとともに、都心部の通過交通をバイパスさ

せる役割を担っており、都心の渋滞緩和や環境の改善を図る上で非常に重要な幹線道路であります。また、東

日本大震災のような大災害発生時には、首都圏中央連絡自動車道と同様に緊急輸送路として重要な役割を担う

こととなります。これらのことから、本事業を継続するとともに、より一層の整備推進を図られ、一日も早い開通を

お願いします。 

 

千葉県知事の意見：東京外かく環状道路は、都心部から伸びる放射道路を相互に連絡させ、首都圏全体の道路

ネットワークを形成し、都心方向に集中する交通を分散・導入することにより、都心の渋滞緩和や環境の改善を

図るとともに、災害時の代替路としても機能する重要な道路である。 

また、本県においては、県北西部の交通混雑の緩和や地城の防災機能の向上に資するなど、安全で快適なまち

づくりを進める上で大きな役割を果たす道路であることから、平成27年度の開通が達成されるよう事業の推進を

図られたい。 

 

 

事業評価監視委員会の意見   

対応方針（原案）のとおり了承。 

ただし、事業実施に当たっては環境に十分配慮すること。 



供用中区間

事業中区間

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

国道298号の一部区間が開通。  

事業の進捗状況、残事業の内容等   

 三郷JCT～三郷南間は平成17年11月に開通済みである。 

用地取得について、三郷南～松戸間は完了し、松戸～高谷JCT間は約99％となっている。 

三郷南～高谷JCT間は土工工事を全面展開中。 

 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等   

 平成27年度の完成を目指して事業を推進している。  

施設の構造や工法の変更等   

 半地下・掘割構造のため発生する残土処理や橋梁形式などの工夫で更なるコスト削減に努める。  

対応方針 事業継続  

対応方針決定の理由   

 以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変らないと考えられる。  

事業概要図   

 

 

 

 

 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

東関東自動車道 水戸線 
（三郷～高谷ＪＣＴ） 

高谷 JCT 


